
２０２４．３．１ 

（一財）電気安全環境研究所 

 
特定電気用品の「電気用品の区分」及び「検査設備現地確認周期」について 

 

「適合性検査」及び「適合性同等検査」のお申し込みの際に発生する「検査設備」の「現地確認」につい

ては、下記のとおりの取扱いとなりますので、お知らせします。 

「電気用品の区分」は、下記の２０の区分に分かれており、それぞれの「電気用品の区分」で保有する

「検査設備」が異なります。 

「検査設備」の「現地確認」は、「電気用品の区分（下記の特定電気用品に限る）」毎に実施しなければな

りませんので、ご了承下さい。 

また、「検査設備」の「現地確認」の「確認周期」は、「電気用品名」毎に異なり、「３年」、「５年」又は

「７年」のいずれかの周期で実施する必要がありますので、併せてお知らせ致します。 

電気用品の 

区分番号 

電気用品の区分内容 製造工場の 

現地確認周期 

１ ゴム系絶縁電線類（絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線） 7 年 

２ 合成樹脂系絶縁電線類（絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外のものを

使用する電線又は電気温床線） 

7 年 

７ つめ付ヒューズ ７年 

８ 包装ヒューズ類（つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ） 7 年 

９ 温度ヒューズ 7 年 

１０ 配線器具 7 年 

１１ 電流制限器 7 年 

１２ 小形単相変圧器類（小形単相変圧器、電圧調整器又は放電灯用安定器） 7 年 

１４ 電熱器具 －（※１） 

１５ 電動力応用機械器具 －（※１） 

１７ 電子応用機械器具（特定電気用品以外の電気用品を除く） ３年 

１８ 交流用電気機械器具（特定電気用品以外の電気用品を除く） －（※１） 

１９ 携帯発電機 5 年 

（備考） 

1．※１は、「電気用品名」毎に証明書の有効期間（「３年」、「５年」又は「７年」）が異なりますので、 

  ご注意下さい。 

２．「検査設備」の「現地確認」が必要となる条件は下記のとおりです。 

  ・ＪＥＴへの特定電気用品の申込みが、初めての製造工場（工場の移転も含む） 

  ・「電気用品の区分」が異なる場合 

  ・「現地確認」実施後、「電気用品の区分」毎における「電気用品名」の有効期間の残り期間が６ヶ月

以内にお申し込みがあった場合 

   但し、現地確認を行った検査設備に変更がある場合は、猶予期間にかかわらず現地確認を行う。 

                                            以上 


